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問問合せ　申申込み

か
か
り
つ
け
医
っ
て
な
に
？

かかりつけ医を
もちましょう

ど
う
や
っ
て
み
つ
け
れ
ば

い
い
の
？

ま
ず
は
か
か
り
つ
け
医
に

相
談
を
！

■

問合せ＝医療保険課 ☎（２０）３０２４

教
育
委
員
に
就
任

　

次
の
方
が
11
月
１
日
付
で
、
教

育
委
員
会
委
員
に
就
任
さ
れ
ま
し

た
。

―
敬
称
略
―

（
委
員
）
伊
藤　

弘
教
（
新
任
）

問
教
育
総
務
課
☎
（２０）
３
１
０
６

農
業
用
免
税
証
の
交
付
に

つ
い
て

　

ト
ラ
ク
タ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
な

ど
軽
油
を
燃
料
と
す
る
農
業
用
機

械
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
耕
作

面
積
に
応
じ
て
、
軽
油
引
取
税
が

免
税
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

継
続
し
て
免
税
証
の
交
付
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
次
の
と
お
り
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
初
め
て
の
方
や
変
更
が

あ
る
方
は
、
安
足
県
税
事
務
所
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
間
＝
令
和
３
年
１
月
７

日
（木）
・
８
日

（金）

▼
申
請
会
場
＝
県
庁
安
蘇
庁
舎
201

会
議
室
（
堀
米
町
６
０
７
）

▼
必
要
書
類
＝
免
税
軽
油
使
用
者

証
、
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係

る
報
告
書
、
免
税
軽
油
を
購
入
し

た
納
品
書
な
ど（
写
し
可
）、
印
鑑

問
同
所
課
税
課
☎
（２３）
１
４
５
８

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
や
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
感
染
へ
の
懸
念
か
ら
、
受

診
す
る
医
療
機
関
に
迷
っ
た
り
、
医
療
機

関
を
受
診
す
る
べ
き
か
迷
っ
た
り
す
る
と

き
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
か
か
り
つ
け
医

な
ら
、
受
診
を
控
え
る
べ
き
か
否
か
の
相

談
に
乗
っ
て
く
れ
た
り
、
発
熱
し
て
い
る

患
者
の
診
療
や
検
査
が
可
能
な
医
療
機
関

を
紹
介
し
て
く
れ
た
り
し
ま
す
。

　

受
診
す
る
べ
き
医
療
機
関
は
医
師
が
判

断
し
ま
す
か
ら
、
迷
っ
た
と
き
は
、
ま
ず

は
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

新

健

定
健
診
や
歯
科
健
診
、
が
ん
検
診

や
予
防
接
種
な
ど
の
機
会
を
利
用

し
て
、
医
科
・
歯
科
医
療
機
関
を
訪
ね
て

み
て
く
だ
さ
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
取
り
や
す
い
こ
と
は
、
か
か
り
つ
け
医

を
決
め
る
ポ
イ
ン
ト
の
１
つ
で
す
。
直
接

話
を
す
る
こ
と
で
、
自
分
の”

健
康
パ
ー

ト
ナ
ー
”
と
し
て
の
医
師
を
見
つ
け
て
み

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
ず
は
お
近
く
の
医
科
・
歯
科
医
療
機

関
へ
！ 特

康
に
関
す
る
こ
と
を
何
で
も
相
談

で
き
る
、
身
近
で
頼
り
に
な
る
医

師
の
こ
と
で
す
。

　

家
族
が
診
て
も
ら
っ
て
い
る
医
師
で
も
、

自
分
の
健
康
の
こ
と
な
ど
を
相
談
で
き
る

の
で
あ
れ
ば
、
か
か
り
つ
け
医
と
い
え
ま

す
。

　

ど
の
医
療
機
関･

ど
の
診
療
科
の
医
師

で
も
、
自
身
が
信
頼
で
き
る
医
師
な
ら
ば
、

そ
れ
が
か
か
り
つ
け
医
で
す
。

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
病
気
や
症

状
、
治
療
法
な
ど
を
調
べ
ら
れ
る

時
代
で
す
が
、
そ
の
情
報
量
は
膨
大
で
す
。

自
己
判
断
で
対
応
を
す
る
と
、
か
え
っ
て

重
症
化
す
る
心
配
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
か
か
り
つ
け
医
な
ら
、
的
確

な
診
断
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ
ま
す
。

か
か
り
つ
け
医
は
、
日
頃
の
自
分
の
健
康

状
態
を
把
握
し
て
お
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た

変
化
に
気
づ
き
や
す
い
た
め
、
病
気
の
早

期
発
見
・
早
期
治
療
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

ど
う
し
て
か
か
り
つ
け
医
を
も
つ

必
要
が
あ
る
の
？

イ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、　　催し物などが中止や延期となる可能性があります。

　最新の情報は市ホームページをご覧      いただくか、担当部署にお問い合わせください。
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

み
ん
な
で
無
理
な
く
、
安
全
で
安

心
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

問
危
機
管
理
課
☎
（２０）
３
０
５
６

12
月
４
日
～
10
日
は
佐
野
市

人
権
対
策
推
進
市
民
運
動
強

調
週
間
で
す

　

「
思
い
や
り
の
心
」
や
「
か
け

が
え
の
な
い
命
」
に
つ
い
て
、
も

う
一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

●
小
中
学
生
人
権
啓
発
ポ
ス
タ
ー

展
・
小
学
生
人
権
書
道
展

▼
日
時
＝
12
月
４
日

（金）
～
７
日

（月）

午
前
９
時
～
午
後
５
時
※
４
日
の

み
午
後
１
時
～
５
時

▼
会
場
＝
市
役
所
１
階
市
民
活
動

ス
ペ
ー
ス

問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

☎
（６１）
１
１
４
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
臨
時

交
付
窓
口
の
開
設
に
つ
い
て

▼
期
間
＝
12
月
～
令
和
３
年
３
月

の
第
２
、
第
４
日
曜
日

▼
時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
１
時

▼
会
場
＝
市
民
課
（
１
階
）

※
交
付
通
知
の
交
付
場
所
が
各
行
政

セ
ン
タ
ー
と
記
載
さ
れ
て
い
る
方
は
、

受
取
希
望
日
の
４
営
業
日
前
ま
で
に

受
取
場
所
変
更
の
申
し
出
が
必
要

問
市
民
課
☎
（２０）
３
０
１
６

さ
の
合
同
就
職
支
援
会

求
人
情
報
誌
の
配
布

　

さ
の
合
同
就
職
面
接
会
に
代
わ

り
、
求
人
情
報
誌
を
配
布
し
て
い

ま
す
。
こ
の
情
報
誌
を
お
持
ち
い

た
だ
く
こ
と
で
、
情
報
誌
専
用
求

人
に
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
早
期
終
了
の
場
合
あ
り
）。

▼
募
集
予
定
期
間
＝
12
月
１
日

（火）

～
令
和
３
年
１
月
31
日

（日）

▼
対
象
＝
一
般
求
職
者
・
大
学
等

新
規
卒
業
予
定
者

▼
参
加
企
業
＝
市
内
企
業
23
社

▼
配
布
場
所
＝
佐
野
市
役
所
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
野
、
ほ
か
市
内
公

共
施
設
な
ど

問
産
業
立
市
推
進
課
☎
（２０）
３
０
４
０

家
畜
（
ペ
ッ
ト
も
含
む
）
な

ど
を
飼
養
さ
れ
て
い
る
方
へ

●
家
畜
を
飼
養
さ
れ
て
い
る
方

　

牛
、
水
牛
、
鹿
、
馬
、
め
ん
羊
、

山
羊
、
豚
、
い
の
し
し
、
鶏
、
あ

ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ

う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
お
よ
び
七
面
鳥

の
所
有
者
は
毎
年
、
家
畜
の
飼
養

状
況
を
県
に
報
告
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。
新
し
く
飼
い
始
め
た
場

合
は
速
や
か
に
県
南
家
畜
保
健
衛

生
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
愛
玩

動
物
（
ペ
ッ
ト
）
と
し
て
飼
養
す

る
場
合
も
報
告
が
必
要
で
す
。

●
豚
・
い
の
し
し
を
飼
養
さ
れ
て

い
る
方

　

栃
木
県
内
で
飼
養
さ
れ
て
い
る

豚
（
ミ
ニ
ブ
タ
、
マ
イ
ク
ロ
ミ
ニ

ブ
タ
を
含
む
）・
い
の
し
し
に
は
、

豚
熱
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
（
令
和
２
年
２
月

か
ら
開
始
）。

●
め
ん
羊
・
山
羊
を
飼
養
さ
れ
て

い
る
方

　

12
カ
月
齢
以
上
で
死
亡
ま
た
は

神
経
症
状
な
ど
の
異
状
を
呈
し
て

死
亡
し
た
め
ん
羊
・
山
羊
・
鹿
（
と

畜
は
除
く
）
は
、
伝
達
性
海
綿
状

脳
症
（
Ｔ
Ｓ
Ｅ
）
の
検
査
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
同
所
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
同
所
☎
０
２
８
２
（２７）
３
６
１
１

「
な
が
ら
見
守
り
」に
ご
協
力
を
！

　

「
な
が
ら
見
守
り
」
と
は
、
通

勤
し
な
が
ら
・
犬
の
散
歩
を
し
な

が
ら
な
ど
、
日
常
生
活
を
普
段
通

り
に
送
り
な
が
ら
、
防
犯
の
視
点

を
持
っ
て
地
域
や
子
ど
も
を
見
守

る
防
犯
活
動
で
す
。

　

地
域
に
多
く
の
人
の
目
が
あ
る

こ
と
が
、
犯
罪
抑
止
に
つ
な
が
り

ま
す
。「
な
が
ら
見
守
り
」
で
、

　
国民年金保険料は全額が「社会保険料控除」の対象です！

■問合せ＝ねんきん加入者ダイヤル ( ナビダイヤル ) ☎０５７０（００３）００４　

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。

　控除の対象となるのは、令和２年１月から１２月までに納めた保険料の全額です。過去の年度分や追納され

た保険料も含まれます。

　また、自身の保険料だけではなく、家族 ( 配偶者や子どもなど ) の負担すべき国民年金保険料を支払って

いる場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

　なお、令和２年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確

定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。

　このため、日本年金機構から令和２年中に国民年金保険料を納付された方には、「社会保険料 ( 国民年金保

険料 ) 控除証明書」が送られますので、申告の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。

　送付スケジュールは、次のとおりです。

発送時期 対象者

１１月 １月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方

２月
１０月１日から１２月３１日までの間に国民年金保険料を納付された方

※１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、　　催し物などが中止や延期となる可能性があります。

　最新の情報は市ホームページをご覧      いただくか、担当部署にお問い合わせください。




